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要　　約
　本稿では，輸出入申告データを用いて，貿易相手国，港湾・空港，輸出入申告頻度，品
目数に着目してわが国の国際貿易の実態について分析する。2017 年に焦点を当てた検証
の結果，輸出では 45％，輸入では 36％の企業が 1 つの港（空港，港湾）だけを利用して
いた一方で，一部の企業は 20 以上の港を利用していたことがわかった。また，年間の申
告回数が 9 回以下である企業が輸出企業の 53％，輸入企業の 46％であったのに対して，
申告回数が年 190 回以上の企業が輸出，輸入とも約 1 割程度存在していたことが示された。
最後に，これらの変数について企業レベルのデータを用いた回帰分析を行った。ほとんど
の変数間で正の相関が観察された一方で，輸出相手国数と申告 1 回あたりの輸出額の間に
は負の相関が観察され，輸入品目数と申告 1 回あたりの輸入額は無相関であることなどが
示された。
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Ⅰ．はじめに

　世界各国でミクロデータ（個票データ）を用
いた国際貿易の研究成果が蓄積されてきたこと
により，過去 20 年ほどの間に，企業の輸出入
行動に対する理解が深まった。Bernard� and�
Jensen（1995）の米国企業のデータを用いた研
究に始まり，その後，2000 年代になってから他
の国でも多くの研究が行われてきた。日本の
データを用いた研究には若杉ほか（2011）があ
り，そして本稿と同じく輸出入申告データを用
いた Ito� et� al.（2025）などがある。企業レベル
のミクロデータを使うことで，これまで国レベ
ルあるいは産業レベルでしか観察できていな
かった貿易フローについてより深い理解ができ
るようになり，国際貿易の理論モデルの精緻化
を促し，実証研究に新しい知見を提供してきた1）。
　本稿では，日本の 2017 年の輸出入申告デー
タを用いて，企業別の輸出入相手国，利用港湾・
空港，輸出入品目，輸出入申告頻度などの変数
に着目して各変数の平均値や分布，そして相関
を明らかにする2）。輸出入相手国，輸出入品目
に関する分析は Ito�et�al.（2025）でも行われて
いるが，港湾・空港，輸出入申告頻度などは
Ito� et� al.（2025）では分析されておらず，これ
らの分析から得られる結果は本稿が新たに提供
する知見と言える。
　本稿の分析結果から示唆されることを以下に

簡潔に要約する。第 1 に，各企業の貿易相手国
の数に大きな差異（大きな異質性）があることが
確認できた。輸出では約 45％，輸入では約 50％
の企業が 1 か国としか取引をしていない一方で，
輸出では約 3.7％，輸入では約 1.8％の企業が 20
か国以上の国と取引していることが示された。
　第 2 に，各企業が輸出入に利用する港湾・空
港の利用実態にも大きな異質性があることが示
唆された。各企業が利用する港の数は，輸出側
の平均で 2.6，中央値は 2.0，輸入側の平均は 3.1，
中央値は 2.0 であった。輸出では 45％，輸入で
は 36％の企業が 1 つの港だけを利用している一
方で，20 以上の港を利用した企業が，輸出では
113 社，輸入では 307 社存在する。港別の利用
状況を見ると，利用企業数が最も多いのは輸出
入とも成田国際空港で，輸出では 50％，輸入で
は 59％の企業が利用した。2 位以下は，輸出で
は横浜港（28.8％），関西国際空港（27.7％），神
戸港（23.9％）となっており，輸入では関西国際
空港（43％），東京港（32％），羽田空港（28.7％）
と続く。輸出に利用される港は 145，輸入に利用
される港は 156 あるが，どちらも利用企業数は
ごく少数の港に偏っていることが示唆された。
　第 3 に，企業別の年間輸出入申告回数にも企
業間で大きな差異（大きな異質性）があること
が示唆された。輸出申告回数の平均は 160.1 回，

１）Bernard,�Redding,� and�Schott（2007）や Bernard� et� al.（2018）などが企業の輸出入行動について実証的
に検証し，理論的説明も Melitz（2003）などの研究でなされている。1990 年代の国際貿易のミクロ実証分析
の開始初期においては，企業レベルや事業所レベルのデータを用いた分析がほとんどであった。その後，輸
出入を税関に申告した際に記録される行政データであるいわゆる税関データを用いた研究が行われるように
なった。米国や，フランス，ベルギー，ポルトガルなどの先進諸国の税関データのみならず（例えば Aghion�
et� al.,� 2024），中国，ブラジル，ペルー，タイ，トルコなどの新興国・途上国の税関データも研究に用いられ
ている（例えば Feng�et� al.,� 2016）。吉元ほか（2022）によれば，税関データは，貿易協定など貿易政策に関
する研究のみならず，市場への参入・退出などの企業行動に関する研究，コンテナ輸送などの輸送に関する
研究など，幅広いテーマの研究に用いられている。日本の輸出入申告データを用いたその他の論文には清水
ほか（2022）などがある。

２）輸出入申告データとは，輸出入申告等に基づいて税関が保有するデータで，申告ごとに財の品目や輸出入
者の情報，仕出人，仕向人，数量や価格，インボイス通貨など詳細な情報を含むものである。
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中央値は 8.0 回で，輸入申告回数の平均は
121.2 回，中央値は 11.7 回であった。輸出入と
も平均値と中央値の乖離が大きく，一部の企業
の申告回数が非常に多いことがわかる。一方で，
年間の申告回数が 9 回以下である企業が輸出に
つ い て は 約 3 万 5 千 社（全 輸 出 企 業 の 約
53％），輸入については約 4 万 5 千社（全輸入
企業の約 46％）存在したが，他方で，申告回
数が年 190 回以上と，年間の労働日数のほぼ毎
日申告した企業が約 1 割程度（輸出で 9.1％，
輸入で 9.8％）あった。
　第 4 に，NACCS 品目コードの 2 桁レベルで
品目数を測ると，輸出品目数の平均は 3.6，中
央値は 2.0 であり，輸入品目の平均値は 4.6，
中央値は 3.0 だった。輸出品目数も輸入品目数
も，それぞれ輸出または輸入のみを行っている
企業よりも，輸出入の両方を行っている企業に
おいて品目数が多い傾向がある。輸出側では，
輸出のみの企業では，輸出品目数の平均は 2.1，
中央値は 1.0 であるのに対して，輸出入とも
行っている企業では，輸出品目数の平均は 4.3，
中央値は 3.0 である。輸入側はさらに差が大き
く，輸入のみの企業では，輸入品目数の平均は
2.9，中央値は 2.0 であるのに対して，輸出入と
も行っている企業について，輸入品目数の平均
は 6.5，中央値は 4.4 となっている。
　最後に，企業別の貿易額，貿易相手国数，利
用する港の数，申告回数，品目数などの変数間
の相関を見てみると，多くの変数間で高い相関
が見られるものの，申告 1 回あたりの輸出額は，
輸出相手国数や輸出に利用する港の数，輸出品

目数など必ずしも高い相関にはなっていないこ
とが示唆された。また，申告 1 回あたりの輸出
額と輸出申告の回数は正の相関関係にある一方
で，申告頻度が増えても 1 回あたりの輸出額が
減るとは限らないことも示唆された。輸入につ
いても同様の傾向が観察できた。
　本稿はグローバル経済における企業行動につ
いて分析した研究分野に密接に関連している。
第Ⅲ－ 1 節では，ほとんどの企業の輸出・輸入
相手国数は 1 か国であり，95 パーセンタイルを
超えると平均輸出相手国数は 16 か国，平均輸入
相手国数は 12 まで増えることが示されている。
これらの実証的事実は Bernard� and� Jensen
（1999），Eaton�et�al.（2004,�2011），Bernard�et�
al.（2007），Amiti�and�Davis（2012），Kasahara�
and� Lapham（2013）などの実証研究，Melitz
（2003），Helpman� et� al.（2004）などの理論研
究と関連している。個々の企業の貿易相手国数
に大きな異質性があることは，米国（Bernard�
et� al.,� 2007）やフランス（Eaton� et� al.,� 2004,�
2011）のデータでも確認されており，同様の事
実を日本のデータでも確認できた3）。Ito� et� al.
（2025）では輸出入企業と国内企業（非輸出入
企業）の生産性比較をしているが，本稿では国
内企業との比較はしていない。
　第Ⅲ－ 2 節では，利用する港の数にも企業間で
異質性があることを示しており，国際貿易におい
て港湾が果たす役割について焦点を当てた，
Clark�et�al.（2004），Feenstra�and�Ma（2014），
Limão� and� Venables（2001）などの研究と関連
している4）。第Ⅲ－ 3 節では，年間の輸出入申告

３）なお，日本のデータを用いた分析は Kimura�and�Kiyota（2006,�企業活動基本調査を使用），Tomiura（2007,�
商工業実態基本調査を使用）でも行われている。

４）Clark� et� al.（2004）は，1998 年の米国の港別 - 取引別の輸入データを用いて，米国の港の効率性が高いと
輸送コストが低くなること，相手国のインフラが整っていることも輸送コストを低下させることなどを示し
ている。Feenstra� and� Ma（2014）は，1991 年から 2003 年までの 41 か国の双方向的貿易データを用いて，
港の効率性が，品目のバラエティで測った貿易の extensive� margin（外延）と各品目の貿易額で測った
intensive�margin（内延）に与える影響を検証している。そして，港の効率性が高いと extensive�margin（外
延）を上昇させるが，intensive�margin（内延）には影響しないことを示している。Limão�and�Venables（2001）
は，1990 年の米国メリーランド州ボルチモアから 64 か国へのコンテナ輸出データを用いて，各国の国内イ
ンフラが貿易に与える影響を検証している。そして，貿易相手国のインフラの質が高いと，ボルチモアから
のコンテナ輸入が増えることを示している。
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頻度に企業間で異質性があることを示しており，
この分析は Hornok�and�Koren（2015a,�2015b），
Volpe�Martincus�et�al.（2015），Kropf�and�Sauré
（2014），Békés� et� al.（2017）などの研究と関連
している5）。第Ⅲ－ 4 節で着目する変数は輸出入
品目数であり，Bernard� et� al.（2011），Bernard�
et�al.（2019）などの既存研究と関連している6）。

　次節以降の構成を述べる。次節では本稿で用
いるデータについて述べる。第Ⅲ節では貿易相
手国，港湾・空港，輸出入申告頻度，品目数の
それぞれについてヒストグラムや散布図を用い
た記述的な分析を行う。第Ⅳ節でこれらの変数
間の相関を調べる回帰分析を行う。第Ｖ節で結
論を述べる。

Ⅱ．輸出入申告データの概要

　本節では本稿で用いる輸出入申告データの概
観について議論する。表 1 は Ito�et�al.（2025）
においてまとめられている輸出入申告データの
サンプルに関する概要である7）。輸出入申告で
は，1 件の申告に複数品目が含まれていること
もある。輸出入申告データでは，1 つの品目に
ついて 1 つの相手先との 1 回の取引を「欄」と
いう形で記録している。例えば，申告者が 1 品
目のみの輸出を申告している場合は 1 欄，7 品
目の輸出を申告している場合は 7 欄のデータが

存在する。
　表 1 パネル A によると，例えば 2017 年時点で
は輸出が約 2 千万欄，輸入が約 2 千 350 万欄存
在する。それぞれの数字がさらに「普通貿易」
と「その他」に区別され，「普通貿易」とは財務
省が公表している貿易統計の中の「普通貿易統
計」に計上されるものである8）。欄ベースでは各
年で多少の変動はあるものの，輸出では 60～
65％が「普通貿易」で残りの 35～40％が「その他」
である。輸入では 40～50％が「普通貿易」で残

５）Hornok�and�Koren（2015a）は 2009 年の米国とスペインの取引レベルの輸出データを用いて，輸入手続き
の時間が 1 日延び得るとその国への輸出頻度が 0.4％減少し，1 回の輸出額が 0.3％増加することを示してい
る。Hornok� and� Koren（2015b）は 2006～2012 年のスペインの輸出データを用いて，輸送コストが 50％低
下することに関税が 9％低下することと同じ貿易創出効果があることを示している。Volpe� Martincus� et�
al.（2015）は 2002-2011 年のウルグアイの税関データを用いて「企業 - 品目 - 相手国」レベルの「通関手続き
に要する時間」の変数を構築し，通関手続きの遅延に貿易を減らす効果があることを示している。Kropf�and�
Sauré（2014）は 2007 年のスイスの取引レベルの輸出データを用いて，1 回の輸送の固定費用は 1 回あたり
の総輸出額の 0.82％から 5.4％ほどであることを示している。Békés� et� al.（2017）は 2007 年のフランスの月
次税関データを用いて，相手国の需要に不確実性があると（需要のボラティリティが大きいと），輸出の頻度
も 1 回あたりの輸出額も減少することを示している。

６）Bernard� et� al.（2011）の理論モデルによれば，生産する品目の数について企業間で異質性があり，生産性
の高い企業は多くの品目を生産し輸出する。

７）表 1 では，「申告年月日」に基づいて，各年の申告欄数や輸出入額を集計している。ただし，財務省が公表
している月次の貿易統計は，申告年月日に基づいた集計ではないため，表 1 の年次貿易金額と財務省から公
表されている年次の貿易金額とは厳密には一致しない。公表されている貿易統計では，貨物の種類によって
異なるものの，基本的に輸出は出港日または輸出許可日，輸入は輸入許可日などが統計計上時点となっている。
また，輸出入申告データは貿易統計確定値公表後になされた修正申告などによる変更を反映したものとなっ
ていることから，公表されている貿易統計の数値とは厳密には一致しない。

８）「普通貿易統計」には 20 万円以下の少額貨物や無償の寄贈品などが含まれず，これら少額貨物は，表 1 で
は「その他」に分類されている。また，金貨や貨幣用金などの貿易も「普通貿易統計」には含まれず，「特殊
貿易統計」に計上される。表 1 では金貿易なども「その他」に合算している。ただし，金貿易の貿易額は，
普通貿易と比べて極めて小さく，普通貿易の貿易額の 0.1％にも満たない。
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りの 50～60％が「その他」である。表 1 パネル
B では金額ベースでパネル A と同様の情報を示
している。例えば 2017 年では輸出額は約 82 兆
円，輸入額は約 80 兆円であることが示されてい
る。輸出入ともに金額ベースでは「普通貿易」

が約 95％を占め，「その他」は 5％程度である。
　本稿における記述的分析及び回帰分析では，
2017 年の一時点のデータ（クロスセクション
データ）を用いて個々の企業の輸出入行動のパ
ターンについて明らかにする9）。表 2 は，2017

９）金融危機やコロナショックなどの経済のマクロ的変動の影響がないという理由で 2017 年を選択した。なお，
輸出入者番号を保有しない者（無符号者）は，欠損値が多いという理由で分析から除外した。

表 1　輸出入申告データの概要

パネル A：申告欄数（申告ベース）

総数 うち普通貿易 うちその他

（A1）�輸出
2014 �18,678,628� �12,283,614� （65.8%） �6,395,014� （34.2%）
2015 �18,813,924� �12,348,526� （65.6%） �6,465,397� （34.4%）
2016 �18,779,405� �12,167,046� （64.8%） �6,612,359� （35.2%）
2017 �20,182,821� �12,926,968� （64.0%） �7,255,853� （36.0%）
2018 �20,859,383� �13,111,466� （62.9%） �7,747,917� （37.1%）
2019 �19,258,079� �12,235,596� （63.5%） �7,022,483� （36.5%）
2020 �18,241,865� �10,871,711� （59.6%） �7,370,154� （40.4%）

（A2）�輸入
2014 �20,948,209� �10,407,848� （49.7%） �10,540,361� （50.3%）
2015 �20,931,258� �10,306,199� （49.2%） �10,625,059� （50.8%）
2016 �21,794,316� �10,217,918� （46.9%） �11,576,398� （53.1%）
2017 �23,517,002� �10,764,750� （45.8%） �12,752,252� （54.2%）
2018 �25,179,862� �10,951,621� （43.5%） �14,228,241� （56.5%）
2019 �26,569,348� �10,751,986� （40.5%） �15,817,362� （59.5%）
2020 �27,724,720� �10,013,860� （36.1%） �17,710,860� （63.9%）

パネル B：輸出入額（申告ベース：10 億円）

総数 うち普通貿易 うちその他

（B1）�輸出
2014 �78,801� �73,741� （93.6%） �5,060� （6.4%）
2015 �79,411� �75,266� （94.8%） �4,145� （5.2%）
2016 �73,862� �70,195� （95.0%） �3,667� （5.0%）
2017 �82,012� �78,233� （95.4%） �3,779� （4.6%）
2018 �85,584� �81,219� （94.9%） �4,364� （5.1%）
2019 �80,963� �76,688� （94.7%） �4,275� （5.3%）
2020 �71,161� �68,342� （96.0%） �2,819� （4.0%）

（B2）�輸入
2014 �89,057� �84,810� （95.2%） �4,248� （4.8%）
2015 �81,428� �77,350� （95.0%） �4,078� （5.0%）
2016 �69,911� �65,483� （93.7%） �4,428� （6.3%）
2017 �79,721� �75,051� （94.1%） �4,670� （5.9%）
2018 �87,685� �82,729� （94.3%） �4,956� （5.7%）
2019 �83,538� �78,749� （94.3%） �4,789� （5.7%）
2020 �71,922� �68,455� （95.2%） �3,467� （4.8%）

（出所）　Ito�et�al.（2025）の Table�1 を日本語表記に直して再掲。
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年時点で分析に含まれている企業数�（輸出か輸
入のいずれかをしている企業）が約 12 万社あ
り，そのうちの 57％にあたる約 6 万 8 千社が
輸出をしており，81％にあたる約 9 万 6 千社が
輸入をしていることを示している10）。輸出と輸

入の両方をしている企業は全体の 38％にあた
る約 4 万 5 千社であることも示されている。こ
のように，輸出をしている企業が必ずしも輸入
もしているとは限らないことがわかる。

Ⅲ．記述的分析

Ⅲ－１．貿易相手国・地域
　本節では前述の各分析対象それぞれについ
て，2017 年のクロスセクションデータを用い
て記述的な分析を行う。最初の分析対象は「貿
易相手国」である11）。表 3 は貿易相手国・地域
数の基本統計量である。輸出相手国数の平均は
4.2，中央値（50 パーセンタイル）は 2.0 であ
る12）。輸入相手国数の平均は 3.3 で，中央値は 1.8
である。輸出と輸入の両方を行っている企業の
方が，輸出だけあるいは輸入だけの企業よりも
貿易相手国の数が多いことも示されている。

　図 1 は，各企業の（a）輸出相手国と（b）
輸入相手国の数の分布を示している13）。図 1
（a）は，いずれかの国に輸出している約 6 万
8 千社のうち 45％にあたる約 3 万社が 1 か国に
のみ輸出していること，2 か国に輸出している
企業は輸出企業全体の 17％，3 か国に輸出して
いる企業になると 9％にまで低下することが示
されている。一方で，20 か国以上の国に輸出
している企業は約 2,500 社存在し，輸出企業全
体の 3.7％にあたる。　
　図 1（b）では，いずれかの国から輸入して

10）輸出入者番号の下 4 桁の，支店に付与される支店番号は分析の際に削除し，支店が異なるというだけで異
なる企業として計算されないようにデータを処理している。

11）「貿易相手国」は「地域」も含むが，表記の簡単化のために単に「貿易相手国」「輸出相手国」のように表
現する箇所が本稿内にあることを注記する。厳密に「貿易相手国・地域」と書いた表記と混在しているが，
本稿内では同義である。

12）中央値（50 パーセンタイル）は 50 パーセンタイルの前後 ±1 パーセンタイル（つまり 49 パーセンタイル
から 51 パーセンタイル）の企業の平均値である。

13）図 1 に対応する表として補論の表 A.�1 を参照のこと。

表 2　輸出企業数と輸入企業数

企業数
全企業数に�
おける割合

輸出（輸入）企業
数における割合

全企業数 118,992
輸出企業 � 67,937 57%
　輸出のみしており輸入していない � 22,738 19% 33%
　輸出と輸入の両方をしている � 45,199 38% 67%

輸入企業 � 96,254 81%
　輸入のみしており輸出していない � 51,055 43% 53%
　輸出と輸入の両方をしている � 45,199 38% 47%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを元に作成。
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いる約 9 万 6 千社のうち，50％にあたる約 4 万
7 千社が 1 か国のみから輸入している。2 か国
か ら 輸 入 し て い る 企 業 は 輸 入 企 業 全 体 の

17％，3 か国から輸入している企業は 9％程度
である。20 か国以上から輸入している企業は
約 1,700 社存在し，輸入企業全体の 1.8％にあ

表 3　企業別の貿易相手国・地域数の基本統計量

輸出相手国数 輸入相手国数

輸出�
企業

輸出のみの
企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 4.2� 2.0� 5.3� 3.3� 1.8� 5.0�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル

5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

25 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

50 パーセンタイル（± 1） 2.0� 1.0� 2.0� 1.8� 1.0� 3.0�
（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）

75 パーセンタイル（± 1） 4.0� 2.0� 5.5� 3.0� 2.0� 6.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

95 パーセンタイル（± 1） 16.1� 5.6� 20.1� 11.9� 4.9� 17.3�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�各パーセンタイルはその前後 1 パーセンタイル，つまり 5 パーセンタイルであれば 4～6 パーセンタイルのサン

プルの平均を示している。括弧内は企業数（観測数）である。

図 1　企業別の貿易相手国・地域数のヒストグラム

（出所）　�2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�「20＋」の範囲には貿易相手国・地域数が 20 以上の企業全てが含まれているため，シェアが高くなっ

ている。
　　　横軸は貿易相手国・地域数である。
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たる14）。
　図 2 は，輸出入企業数の多い貿易相手国・地
域別に，輸出入相手国・地域をそれぞれ示して
いる15）。輸出と輸入いずれの場合も，輸出入企
業数で測った最大の貿易相手国は中国であり，
中国に輸出している企業は 2 万 7 千社で輸出企

業全体の 41％を占める。中国から輸入をして
いる企業は 6 万 2 千社で輸入企業全体の 65％
に の ぼ る。 中 国 に 次 ぐ 輸 出 相 手 先 は 台 湾
（28％），韓国（27％），米国（26％），香港
（25％）である16）。中国に次ぐ輸入相手先は米
国（26％），台湾（22％），韓国（21％），ドイ

14）Melitz（2003）の貿易モデルが想定するように，個々の輸出市場や輸入市場にアクセスする上で別々の固
定費用が必要なのであれば，輸出入の相手国を 1 国増やす上で追加的に固定費用を支払う必要が出てくる。
個々の企業がそのような費用構造を持つと想定すると，複数の多くの国を相手に輸出入をする企業は一部の
非常に生産性の高い企業に限られ，大多数の生産性の低い企業は 1 国や 2 国など少数の相手国を対象に輸出
入を行っていると想定できる。実際，Eaton�et�al.（2011）はフランスの 1986 年の企業レベルのデータを用
いて，ここで示された日本の結果と同様の結果を示している（補論の表 A.�2 を参照のこと）。Arkolakis（2010）
で示されたような市場規模によって変動する輸出費用の可能性もある。小さい企業にとっては大きな市場ほ
ど規模の経済が働くので参入しやすい。したがって，Melitz（2003）のモデルのように，輸出先を増やすた
びに輸出固定費用が一律に増えるわけではない可能性が高い。

15）図 2 に対応する表として補論の表 A.�3 を参照のこと。
16）1 つの企業が複数の国に輸出することもあるため，シェアの合計は 100％を越える。

図 2　貿易相手国・地域別の輸出入企業数

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
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ツ（14％）である。輸出入ともに，中国が大き
な存在感を示していることがわかる。
　図 2 に示されている国の順位は輸出入企業数
で測ったものであり，総輸出入額で見た順位は
これとは異なる。表 4 は総輸出入額で見た貿易
相手国の順位と，それぞれの相手国における輸
出入企業の平均輸出入額を示している。それに
よると，例えば，中国が輸出企業数の面では 1
位であるのに対し，輸出総額では米国の次に位
置している。企業 1 社あたりの輸出額は米国相
手の場合は 8.8 億円と高く，中国が輸出相手国の
場合は 5.5 億円と米国に比べて低くなっている。
1 社あたりの輸出額は，米国以外でもメキシコ

（4.3 億円），オランダ（4.1 億円），オーストラリ
ア（3.4 億円）で高くなっている。一方で，フラ
ンス（1.3 億円），インドネシア（1.7 億円），ベト
ナム（1.8 億円）で比較的低くなっている17）。
　図 2 に示されている輸入企業数における順位
と，表 4 における輸入総額における順位につい
て，上位 2 か国はいずれの図表でも中国と米国
であり一致している。しかし，3 位以降の国の
順位は 2 つの表で異なっており，それは表 4 の
一番右の列の 1 社あたりの平均輸入額が国に
よって大きく異なることを反映している。それ
によると，サウジアラビア（76.3 億円），カター
ル（73.4 億円），アラブ首長国連邦（25.0 億円），

17）1 社あたりの輸出額が相手国によって異なることについて，輸出品目，距離，市場規模などが影響してい
ると考えられる。近隣諸国への 1 社あたりの輸出額は比較的低く，遠方の国への 1 社あたりの輸出額は比較
的高いように見受けられる。理論的には，近隣諸国への輸出は参入費用が低く，比較的生産性が低く輸出規
模が小さい企業もそれらの国に輸出していることが影響していると考えられる。

表 4　輸出入額上位 20 か国・地域における輸出入企業数と平均輸出入額

輸出 輸入

輸出額�

（兆円）

企業数

1 社�
あたりの�
輸出額�

（億円）

輸入額�

（兆円）

企業数

1 社�
あたりの�
輸入額�

（億円）

1 米国 15.49� 17,591� 8.8 1 中国 19.14 62,188 � 3.1
2 中国 15.19� 27,829� 5.5 2 米国 8.62 24,640 � 3.5
3 韓国 6.18� 18,385� 3.4 3 オーストラリア 4.41 4,135 10.7
4 台湾 4.71� 18,840� 2.5 4 韓国 3.44 20,282 � 1.7
5 香港 4.26� 17,012� 2.5 5 サウジアラビア 3.22 422 76.3
6 タイ 3.42� 13,346� 2.6 6 台湾 2.90 21,510 � 1.3
7 シンガポール 2.59� 10,032� 2.6 7 タイ 2.64 11,791 � 2.2
8 ドイツ 2.18� 8,259� 2.6 8 ドイツ 2.48 13,432 � 1.8
9 オーストラリア 1.82� 5,318� 3.4 9 アラブ首長国連邦 2.30 922 25.0
10 ベトナム 1.76� 10,029� 1.8 10 インド 2.28 6,399 � 3.6
11 インド 1.55� 6,816� 2.3 11 マレーシア 2.18 6,904 � 3.2
12 イギリス 1.55� 6,614� 2.3 12 ベトナム 2.11 9,512 � 2.2
13 オランダ 1.52� 3,727� 4.1 13 ロシア 1.66 1,293 12.8
14 マレーシア 1.46� 8,739� 1.7 14 フランス 1.38 8,490 � 1.6
15 メキシコ 1.30� 3,004� 4.3 15 イタリア 1.33 11,061 � 1.2
16 フィリピン 1.27� 6,562� 1.9 16 カナダ 1.23 4,990 � 2.5
17 カナダ 1.10� 4,392� 2.5 17 シンガポール 1.20 5,507 � 2.2
18 インドネシア 1.02� 5,888� 1.7 18 カタール 1.20 163 73.4
19 アラブ首長国連邦 0.82� 3,585� 2.3 19 フィリピン 1.19 4,739 � 2.5
20 フランス 0.73� 5,490� 1.3 20 香港 0.95 7,883 � 1.2

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。

-�13�-

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和７年第２号（通巻第 160 号）2025 年 6 月〉

06_CW6_A4423D01.indd   13 2025/06/26   11:11:37



オーストラリア（10.7 億円）のような資源の輸
入割合が大きい国で企業 1 社あたりの輸入額が
大きくなっていることがわかる。イタリア（1.2
億円），香港（1.2 億円），台湾（1.3 億円），韓
国（1.7 億円）のような工業製品の輸入割合が
多い国，近隣の国で 1 社あたりの輸入額が小さ
いことがわかる。

Ⅲ－２．輸出入に利用する港・空港
　本節では「港・空港」（以下，空港も含めて「港」
と記述する）という次元に着目して分析を行う。
基本統計量が表 5 に示されている。輸出に利用
する港の数の平均値は 2.6，中央値（50 パーセ
ンタイル）は 2.0 である。輸入に利用する港の
数の平均値は 3.1，中央値は 2.0 である。輸出
入企業のほうが，輸出だけあるいは輸入だけを
している企業よりも利用する港の数が多いこと
も示されている。
　各企業が輸出入に利用する港の数の分布を図

3 に示している18）。輸出に関しては 45％，輸入
に関しては 36％の企業が 1 つの港のみを利用し
て輸出入をしている。港を 2 つ利用している企
業は輸出入ともに約 20％，3 つ利用している企
業は輸出入ともに約 12-13％に減少する。20 以
上の港を利用している企業は輸出に関しては
113 社，輸入に関しては 307 社存在するが，割
合で見るとそれぞれ 0.2％，0.3％と非常に小さい。
　港は輸出入をする上で必要不可欠なインフラ
であることから，港の立地や特性，効率性が企
業の輸出入行動にどのような影響を与えている
のかは重要な研究テーマである。既存研究は米
国のデータを用いたものが多いが，日本は米国
に比べて国土面積が小さく，かつ近距離に港が
多く立地していることから既に議論したように
複数の港を利用する企業が無視できない数存在
する。また，伝統的な経済地理学が示している
ように港のような積み替え地に企業や商社・金
融・保険が立地しやすく，産業や都市の発達と

18）図 3 に対応する表として補論の表 A.�4 を参照のこと。

表 5　企業別の利用する港の数の基本統計量

輸出に利用する港の数 輸入に利用する港の数

輸出�
企業

輸出のみ�
の企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 2.6� 1.8� 3.0� 3.1� 2.2� 4.1�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル

5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

25 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 2.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

50 パーセンタイル（± 1） 2.0� 1.0� 2.0� 2.0� 1.9� 3.0�
（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）

75 パーセンタイル（± 1） 3.0� 2.0� 4.0� 4.0� 3.0� 5.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

95 パーセンタイル（± 1） 7.2� 4.8� 8.0� 8.2� 5.3� 10.3�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�各パーセンタイルはその前後 1 パーセンタイル，つまり 5 パーセンタイルであれば 4～6 パーセンタイルのサン

プルの平均を示している。括弧内は企業数（観測数）である。
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も密接に関係する。さらに近年の空間経済学が
研究しているように，市場規模の大きい外国の
位置や輸送ルートも国内の企業立地選択や利用
港の選択に影響を与える。この点は，日本を対
象にした研究が重要であることの 1 つの理由と
言える。
　図 3 では各企業がどの港を利用しているかの
情報は示していないため，図 4 ではどの港の利
用頻度が高いのかを輸出入別に示している19）。
利用企業数は輸出入ともに成田国際空港が一番
多く，約 3 万 4 千社が輸出に利用しており，約
5 万 6 千社が輸入に利用している。総輸出企業
数の割合で見ると 50％（34,136÷67,937），総輸
入 企 業 数 の 割 合 で 見 る と 59 ％（56,443÷
96,254）を占める。2 位以降の港は，輸出に関し
ては横浜港（28.8％），関西国際空港（27.7％），
神戸港（23.9％）と続き，10 位の博多港になる
と 5.4％にまで低下する。20 位に位置している
伏木港は全体の 1％の企業しか利用していない。

　このように，港の規模についても大きな差異
（異質性）があり，145 ある輸出に利用されて
いる港のうちごく少数の港が輸出の大きな割合
を占めていることがわかる。日本全国には数千
の港（漁港含む）が存在するが，このうち，国
際貿易において重要な国際海上輸送網の拠点と
して重要港湾を指定している。このうち地域の
拠点として国際拠点港湾を，その上位に国際ハ
ブ港として国際戦略港湾を指定し重点的にイン
フラを整備している。このような重点的な港湾
インフラが企業の港湾利用に大きな影響を与え
ている。
　輸入についても同様の傾向が読み取れる。2
位以降の港は関西国際空港（43％），東京港
（32％），羽田空港�（28.7％）と続き，10 位の
那覇空港は 8.2％，20 位の広島港は 1.3％しか
占めていない。このように，輸出のケースと同
様，156 ある港のうち輸入に利用されている港
は，利用企業数の面から一部の港に偏っている

19）港別の輸出入額は財務省貿易統計の『積卸港別貿易額』（財務省，2022）から入手できる。そこでは各港の
輸出入総額の情報は手に入るが，企業数の情報は手に入らない。図 4 に対応する表として補論の表 A.� 5 を参
照のこと。

（出所）　�2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　「20＋」の範囲には利用港数が 20 以上の企業全てが含まれているため，シェアが高くなっている。
　　　横軸は利用港数である。「港」は空港も含む。

図 3　企業別の利用港数のヒストグラム
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ことが示唆されている。
　表 6 は，輸出総額上位 20 位の港における利
用企業数と 1 社あたりの輸出額などのデータを
示している。輸出総額は成田国際空港，名古屋
港，横浜港で大きな値をとっている。利用企業
数は概ね輸出総額と正の相関にある。1 企業あ
たりの平均輸出額のランキングは輸出総額のラ
ンキングと大きく異なる。例えば，三河港（162
億円）の 1 社あたりの輸出額が大きい一方で，
中部国際空港（1 億円）と羽田空港（1 億円）
では 1 社あたりの輸出額が小さい。
　表 7 は，表 6 と同じ変数について輸入側の情
報を示したものである。輸出同様，成田国際空
港，東京港，名古屋港で輸入額が大きくなって
いる。利用企業数は輸入額と正の相関がある。
1 企業あたりの平均輸入額のランキングは，輸
出のときと同様，輸入規模のランキングとは異

なっており，例えば，川崎港（70 億円）や堺
港（62 億円）が他の港よりも大きくなっている。
　表 6 の変数間の相関は図 5 に，表 7 の変数間
の相関は図 6 に示した。港の利用企業数と輸出
入総額は正の相関関係にあり，直感に反しない。
一方で，輸出入規模と「1 企業あたりの平均輸
出入額」は負の相関関係にある。その背景にあ
るメカニズムとして大きく 2 つの仮説が考えら
れる。1 つ目は特定の産業や企業の輸出入に特
化している港があるということ，そして 2 つ目
は特定の港湾を利用する上で何らかのコストが
生じておりそのコストを支払えるような企業し
かその港湾を利用できていない（逆に言えば，
成田国際空港のような規模の大きい空港では利
用のコストが比較的小さく，小口の輸出入が多
い結果，1 社あたりの輸出入が小さくなる）と
いうことである。

図 4　利用港別の輸出入企業数

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
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表 6　輸出総額上位 20 位の港別の輸出企業数と輸出額

港
輸出額合計�

（兆円）

利用�
企業数

1 企業あたりの�
平均輸出額�
（10 億円）

輸出先の国・�
地域の数

1 成田国際空港 NRT 千葉県 14.0� 34,136� 0.4� 222
2 名古屋港 NGO 愛知県 11.8� 9,107� 1.3� 216
3 横浜港 YOK 神奈川県 7.8� 19,532� 0.4� 225
4 神戸港 UKB 兵庫県 7.4� 16,255� 0.5� 218
5 関西国際空港 KIX 大阪府 6.3� 18,810� 0.3� 205
6 東京港 TYO 東京都 6.1� 12,609� 0.5� 197
7 三河港 MKW 愛知県 2.5� 156� 16.2� 51
8 大阪港 OSA 大阪府 2.5� 9,971� 0.3� 178
9 羽田空港 HND 東京都 2.2� 16,087� 0.1� 205
10 博多港 HKT 福岡県 1.6� 3,671� 0.4� 171
11 清水港 SMZ 静岡県 1.4� 1,320� 1.1� 157
12 広島港 HIJ 広島県 1.3� 528� 2.4� 117
13 苅田港 KND 福岡県 1.2� 183� 6.3� 110
14 門司港 MOJ 福岡県 1.0� 2,336� 0.4� 148
15 中部国際空港 NGA 愛知県 1.0� 7,308� 0.1� 207
16 福岡空港 FUK 福岡県 1.0� 1,822� 0.5� 82
17 下関港 SHS 山口県 0.9� 1,303� 0.7� 45
18 水島港 MIZ 岡山県 0.8� 506� 1.5� 72
19 川崎港 KWS 神奈川県 0.7� 659� 1.1� 117
20 千葉港 CHB 千葉県 0.6� 294� 2.1� 65

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　『積卸港別貿易額』（財務省，2022）では「東京国際空港」と表記されている港はここでは「羽田空港」と表記されている。

表 7　輸入総額上位 20 位の港別の輸入企業数と輸入額

港
輸入額�
合計�

（兆円）

利用�
企業数

1 企業あたりの�
平均輸入額�
（10 億円）

輸入先の国・�
地域の数

1 成田国際空港 NRT 千葉県 14.1� 56,443� 0.3� 233
2 東京港 TYO 東京都 10.3� 30,946� 0.3� 164
3 名古屋港 NGO 愛知県 5.1� 13,216� 0.4� 149
4 横浜港 YOK 神奈川県 5.1� 14,007� 0.4� 182
5 大阪港 OSA 大阪府 4.5� 20,894� 0.2� 142
6 神戸港 UKB 兵庫県 4.1� 14,180� 0.3� 163
7 関西国際空港 KIX 大阪府 4.0� 41,270� 0.1� 202
8 千葉港 CHB 千葉県 2.8� 615� 4.5� 58
9 羽田空港 HND 東京都 2.4� 27,661� 0.1� 161
10 喜入港 KII 鹿児島県 1.9� X X 21
11 川崎港 KWS 神奈川県 1.4� 203� 7.0� 52
12 四日市港 YKK 三重県 1.4� 471� 2.9� 63
13 水島港 MIZ 岡山県 1.3� 1,047� 1.3� 71
14 堺港 SAK 大阪府 1.1� 184� 6.2� 40
15 博多港 HKT 福岡県 1.0� 6,456� 0.2� 119
16 鹿島港 KSM 茨城県 1.0� 173� 5.9� 45
17 清水港 SMZ 静岡県 0.9� 4,265� 0.2� 112
18 門司港 MOJ 福岡県 0.9� 2,166� 0.4� 113
19 中部国際空港 NGA 愛知県 0.7� 17,513� 0.0� 168
20 苫小牧港 TMK 北海道 0.7� 2,651� 0.3� 86

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�『積卸港別貿易額』（財務省，2022）では「東京国際空港」と表記されている港はここでは「羽田空港」と表記されている。

喜入港については，個別の輸出入業者などの識別が可能となる恐れがあるため利用企業数と 1 企業あたりの平均輸入額
を秘匿とする。
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Ⅲ－３．輸出入申告頻度
　本節で着目する変数は輸出入の申告回数であ
る。通常公表されている貿易統計では入手でき
ない情報であると同時に，企業の輸出入頻度に

関する行動（例えば，1 回の申告で大規模な輸出
入を行い申告の回数を少なくするのか，それとも
小分けにして輸出し何度も申告をするのか）を
観察することができる。学術研究では，輸出入

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　三河港は外れ値として図から省略している。

図 5　輸出額総額上位 20 位の港の各変数間の相関

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　喜入港は外れ値として図から省略している。

図 6　輸入額総額上位 20 位の港の各変数間の相関
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の頻度が少なく一度に大規模な取引をすること
を「ランピネス（lumpiness，塊の意味）」と呼び，
一定の研究蓄積がある（例えば，Hornok� and�
Koren,� 2015a,� 2015b;� Volpe� Martincus� et� al.,�
2015;�Kropf�and�Sauré,�2014;�Békés�et�al.,�2017）。
　企業別の年間輸出入申告回数の基本統計量を
表 8 に示している。輸出申告回数の平均は
160.1 回，中央値（50 パーセンタイル）は 8.0
回である。輸入申告回数の平均は 121.2 回，中
央値は 11.7 回である。貿易相手国と利用する
港の数同様，輸出と輸入の両方を行う企業は，
輸出だけあるいは輸入だけの企業よりも輸出入
申告回数が多いことも示されている。また，中
央値と平均の乖離は相当程度大きく，一部の企
業の申告回数が非常に多いことがわかる20）。例
えば，ジャスト・イン・タイムで毎日のように
定量を納品する必要のある部品や中間財の貿易
では申告回数が非常に多くなる可能性が高い。

　図 7 は，年間の輸出入申告回数のヒストグラ
ムである21）。これによると，輸出においては，
年間を通じた申告の回数が 9 回以下である企業
は約 3 万 5 千社と，全輸出企業の約 53％となっ
ている。輸入においては申告回数が 9 回以下で
ある企業は約 4 万 5 千社と，全輸入企業の約
46％となっている。申告頻度を増やしていくと
企業数は輸出入ともに減少し，年間を通じて
190 回以上申告している企業は輸出に関しては
9.1％，輸入に関しては 9.8％となっている。こ
れらの企業は，年間の労働日数分のほぼ毎日，
申告をしていることになる。

Ⅲ－４．輸出入品目数
　本節では輸出入品目数に着目して記述的統計
分析を行う。ここでは NACCS 品目コードの上
2 桁で品目数を定義した分析に焦点を当て
る22）。企業別の NACCS 品目コード 2 桁で測っ

20）このことは，貿易額で見ても少数の企業が総貿易額の大部分を担うほど貿易が少数の企業に集中している
ことと関連していると言える。

21）図 7 に対応する表として補論の表 A.�6 を参照のこと。
22）「品目」の代替的定義として NACCS 品目コード上 4 桁，そして 6 桁を用いた分析も行った。これら 3 つの

定義の中では 2 桁分類が最も分類が粗く，6 桁が最も細かい。2 桁では同一品目とみなされる品目でも，6 桁
では別品目とみなされることから，6 桁で検証したほうが輸出入品目数は多くなる。

表 8　企業別の年間輸出入申告回数の基本統計量

輸出申告回数 輸入申告回数
輸出�
企業

輸出のみ�
の企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 160.1� 26.1� 227.5� 121.2� 26.7� 228.0�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル
5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�

（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）
25 パーセンタイル（± 1） 2.0� 1.0� 3.0� 2.3� 1.5� 6.8�

（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）
50 パーセンタイル（± 1） 8.0� 4.0� 12.5� 11.7� 5.0� 33.7�

（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）
75 パーセンタイル（± 1） 39.4� 14.1� 63.6� 53.9� 19.8� 124.1�

（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）
95 パーセンタイル（± 1） 397.2� 88.1� 614.3� 391.4� 108.9� 761.2�

（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�各パーセンタイルはその前後 1 パーセンタイル，つまり 5 パーセンタイルであれば 4～6 パーセンタイルのサン

プルの平均を示している。括弧内は企業数（観測数）である。
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た品目数の基本統計量を表 9 に示している23）。
これによると，輸出品目数の平均は 3.6，中央
値（50 パーセンタイル）は 2.0 である。輸入品

目の平均値は 4.6，中央値は 3.0 である。輸出
入の両方を行っている企業の方が，輸出だけあ
るいは輸入だけの企業よりも輸出入品目の数が

23）4 桁，6 桁の品目分類を基にした基本統計量については補論の表 A.�7 を参照のこと。

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�横軸は申告回数である。「190＋」の範囲には申告頻度が 190 以上の企業全てが含まれているため，シェ

アが高くなっている。

図 7　企業別の輸出入申告頻度のヒストグラム

表 9　企業別の品目数 （2 桁） の基本統計量

輸出品目数（2 桁） 輸入品目数（2 桁）
輸出�
企業

輸出のみ�
の企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 3.6� 2.1� 4.3� 4.6� 2.9� 6.5�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル
5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�

（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）
25 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 2.0�

（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）
50 パーセンタイル（± 1） 2.0� 1.0� 3.0� 3.0� 2.0� 4.4�

（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）
75 パーセンタイル（± 1） 4.0� 2.2� 5.2� 6.0� 3.6� 8.9�

（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）
95 パーセンタイル（± 1） 11.6� 5.9� 13.7� 15.0� 9.0� 19.1�

（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�各パーセンタイルはその前後 1 パーセンタイル，つまり 5 パーセンタイルであれば 4～6 パーセンタイルのサン

プルの平均を示している。括弧内は企業数（観測数）である。
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多いことも示されている。
　図 8（a）は 2 桁分類における品目の数の分
布を示している24）。図 8（b）は図 8（a）の横
軸を 3 つのカテゴリーにまとめ，さらに 4 桁分
類，6 桁分類の棒グラフも追加している。輸出
に関しては，2 桁で測ったときに 38％の企業が

1 品目しか輸出しておらず，輸出する品目の数
を増やしていくと企業の割合は徐々に減少して
いく。2～5 品目を輸出している企業は，2 桁で
測ったときに 44％，4 桁で 38％，6 桁で 35％
である。6 品目以上を輸出している企業は，2
桁で測ったときに 18％，4 桁で 28％，6 桁で

24）4 桁，6 桁の品目分類を基にしたヒストグラムについては補論の図 A.�1 を参照のこと。図 8（a）と図 A.� 1
に対応する表としては表 A.�8 を参照のこと。

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�（a）の「20＋」の範囲には品目数が 20 以上の企業全てが含まれているため，シェア

が高くなっている。

図 8　企業別の品目数の分布

(a) 品目数（2 桁）のヒストグラム

(b) 2 桁, 4 桁, 6 桁の簡単化した輸出入品目数の分布
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34％である。
　このように，個々の企業の平均的な輸入品目
数の方が輸出品目数よりも大きいのは直感に反
しない。輸出財は卸売企業などを除けば生産し
ている財である。生産のための固定費用を多く
の品目について賄える企業が多くないと考えら
れるため，輸出品目の数は生産の固定費用を反
映して少なくなる。一方で，輸入に関しては生
産のための固定費用を支払う必要はないため，
比較的多くの品目を輸入できると考えられる。

Ⅲ－５．各変数の相関
　本節では，これまで議論してきた（１）貿易

相手国，（２）利用する港の数，（３）申告回数，
（４）品目数の変数間の相関を輸出と輸入それ
ぞれに分けて検証する。表 10 に輸出に関する
8 変数間の相関係数をまとめている。（a）は原
数値を用いて相関係数を計算したものである。
ただし，輸出額など一部の企業の数字が極端に
大きい場合は，その影響で相関係数が小さくな
る可能性がある。その可能性を考慮して，（b）
では変数を自然対数値に変換してから相関係数
を計算している。
　表 10（a）では，「輸出額」と他の変数との
相関はいずれも 0.6 以下であるが，「輸出申告
の回数」との相関が比較的高く相関係数は 0.48

表 10　輸出変数間の間の相関係数

（a）原数値に基づく相関係数

輸出額
輸出相手
国の数

輸出に利
用する港

の数

申告 1 回
あたりの
輸出額

輸出申告
の回数

輸出品目
数（2 桁）

輸出品目
数（4 桁）

輸出品目
数（6 桁）

輸出額 1

輸出相手国の数 0.28� 1

輸出に利用する港の数 0.21� 0.66� 1

申告 1 回あたりの輸出額 0.04� 0.01� 0.01� 1

輸出申告の回数 0.48� 0.42� 0.31� 0.00� 1

輸出品目数（2 桁） 0.19� 0.64� 0.72� 0.00� 0.35� 1

輸出品目数（4 桁） 0.29� 0.69� 0.71� 0.01� 0.49� 0.90� 1

輸出品目数（6 桁） 0.36� 0.68� 0.67� 0.01� 0.57� 0.82� 0.97� 1

（b）自然対数値に基づく相関係数

ln（輸出
額＋1）

ln（輸出
相 手 国
の数＋1）

ln（輸出に
利 用 す る
港の数＋1）

ln（申告 1
回あたりの
輸出額＋1）

ln（輸出
申 告 の
回数＋1）

ln（輸出
品目数＋
1）（2 桁）

ln（輸出
品目数＋
1）（4 桁）

ln（輸出
品目数＋
1）（6 桁）

ln（輸出額＋1） 1

ln（輸出相手国の数＋1） 0.61� 1

ln（輸出に利用する港の数＋1） 0.67� 0.73� 1

ln（申告 1 回あたりの輸出額＋1） 0.81� 0.20� 0.32� 1

ln（輸出申告の回数＋1） 0.77� 0.79� 0.77� 0.26� 1

ln（輸出品目数＋1）（2 桁） 0.70� 0.69� 0.76� 0.33� 0.80� 1

ln（輸出品目数＋1）（4 桁） 0.75� 0.73� 0.78� 0.36� 0.85� 0.96� 1

ln（輸出品目数＋1）（6 桁） 0.77� 0.74� 0.79� 0.37� 0.87� 0.93� 0.98� 1

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　サンプルサイズは 67,937 である。「港」は空港も含む。
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である。「輸出相手国の数」は「申告 1 回あた
りの輸出額」以外の変数とは相関が高い。「輸
出に利用する港の数」は「輸出品目数」との相
関が比較的高く，どの桁数で見ても 0.6 以上あ
る。「申告 1 回あたりの輸出額」はどの変数と
も相関が非常に低い。これらの相関係数は，一
部の大規模輸出企業の影響を反映して小さい値
になっている可能性がある。
　表 10（b）は自然対数値をとった変数間の相
関係数であり，（a）よりも相関係数が高くなっ
ている。その中でも「申告 1 回あたりの輸出額」
と「輸出相手国の数」の相関係数は 0.20 と小
さく，「申告 1 回あたりの輸出額」と「輸出に

利用する港の数」の相関係数も 0.32 と小さい。
「申告 1 回あたりの輸出額」と「輸出申告の回
数」は正の相関関係にあり，必ずしも 1 年間に
おける輸出申告の頻度が増えると 1 回あたりの
輸出額が減るわけではないことが示されてい
る。ただし，これらの相関係数は産業の特性や
企業の特性を制御したものではないため，解釈
には注意が必要である。
　表 11 は表 10 と同じ分析を輸入のデータに対
して行ったものである。輸出入で共通して言え
ることは，申告 1 回あたりの輸出入額以外の変
数は概ね高い相関にあるということである。輸
出入額，貿易相手国の数，利用する港湾の数，

表 11　輸入変数間の間の相関係数

（a）原数値に基づく相関係数

輸入額
輸入相手
国の数

輸入に利
用する港

の数

申告 1 回
あたりの
輸入額

輸入申告
の回数

輸入品目
数（2 桁）

輸入品目
数（4 桁）

輸入品目
数（6 桁）

輸入額 1

輸入相手国の数 0.23� 1

輸入に利用する港の数 0.23� 0.60� 1

申告 1 回あたりの輸入額 0.21� 0.03� 0.04� 1

輸入申告の回数 0.36� 0.49� 0.39� 0.01� 1

輸入品目数（2 桁） 0.15� 0.73� 0.67� 0.00� 0.41� 1

輸入品目数（4 桁） 0.21� 0.79� 0.65� 0.00� 0.58� 0.90� 1

輸入品目数（6 桁） 0.22� 0.77� 0.62� 0.00� 0.67� 0.83� 0.97� 1

（b）自然対数値に基づく相関係数

ln（輸入
額＋1）

ln（輸入
相 手 国
の数＋1）

ln（輸入に
利 用 す る
港の数＋1）

ln（申告 1
回あたりの
輸入額＋1）

ln（輸入
申 告 の
回数＋1）

ln（輸入
品目数＋
1）（2 桁）

ln（輸入
品目数＋
1）（4 桁）

ln（輸入
品目数＋
1）（6 桁）

ln（輸入額＋1） 1

ln（輸入相手国の数＋1） 0.56� 1

ln（輸入に利用する港の数＋1） 0.69� 0.64� 1

ln（申告 1 回あたりの輸入額＋1） 0.83� 0.24� 0.34� 1

ln（輸入申告の回数＋1） 0.81� 0.71� 0.81� 0.35� 1

ln（輸入品目数＋1）（2 桁） 0.65� 0.72� 0.75� 0.27� 0.82� 1

ln（輸入品目数＋1）（4 桁） 0.68� 0.75� 0.78� 0.27� 0.87� 0.96� 1

ln（輸入品目数＋1）（6 桁） 0.70� 0.76� 0.79� 0.28� 0.89� 0.94� 0.99� 1

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　サンプルサイズは 96,254 である。「港」は空港も含む。
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申告の回数，品目の数などの変数は企業間で高
い相関にあり，経済活動の規模を反映している
と考えられる。一方で，申告 1 回の輸出入額に
ついては産業の特性，企業の立地・組織・規模
などの様々な企業の特性を反映していると考え
られ，今後さらなる検証の余地がある。
　それぞれの変数の輸出入間の相関を表 12 に
示している。表 12（a）は全ての企業�（輸出か
輸入をしている企業 118,993 社）のサンプルを
用いて，それぞれの変数のそのままの値を用い
て計算している。輸出しているが輸入していな
い企業（輸入額，輸入相手国数などは 0），そ
の逆に輸入しているが輸出していない企業（輸

出額，輸入相手国数などは 0）も含めているた
め，0 を含めたサンプルで相関係数を計算して
いる。ただし，表の 4 行目に報告されている「申
告 1 回あたりの輸出額や輸入額」は輸出入をし
ていないと定義できない（申告回数 0 で割るこ
とができない）ため，輸出かつ輸入している企
業 45,199 社で計算している。それによると，
全ての変数で正の相関が観察され，輸出行動が
活発な企業は輸入行動も活発であることが示さ
れている。特に相関係数が大きいのが，「輸出
相手国数と輸入相手国数」，「4 桁で見た輸出品
目数と輸入品目数」，「6 桁で見た輸出品目数と
輸入品目数」で，それぞれ相関係数が 0.62，0.63，

表12　輸出変数と輸入変数の間の相関係数

（a）原数値

相関係数 サンプルサイズ
1 輸出額と輸入額 　0.27� 118,993
2 輸入相手国の数と輸出相手国の数 　0.62� 118,993
3 輸入に利用する港の数と輸出に利用する港の数 　0.47� 118,993
4 申告 1 回あたりの輸出額と申告 1 回あたりの輸入額 　0.44� � 45,199
5 輸入申告の回数と輸出申告の回数 　0.49� 118,993
6 輸入品目数と輸出品目数（2 桁） 　0.49� 118,993
7 輸入品目数と輸出品目数（4 桁） 　0.63� 118,993
8 輸入品目数と輸出品目数（6 桁） 　0.65� 118,993

（b）自然対数値

相関係数 サンプルサイズ
1 ln（輸出額＋1）と ln（輸入額＋1） －0.20� 118,993
2 ln（輸入相手国の数＋1）と ln（輸出相手国の数＋1） 　0.38� 118,993
3 ln（輸入に利用する港の数＋1）と ln（輸出に利用する港の数＋1） 　0.17� 118,993
4 ln（申告 1 回あたりの輸出額＋1）と ln（申告 1 回あたりの輸入額＋1） 　0.20� � 45,199
5 ln（輸入申告の回数＋1）と ln（輸出申告の回数＋1） 　0.31� 118,993
6 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（2 桁） 　0.23� 118,993
7 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（4 桁） 　0.30� 118,993
8 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（6 桁） 　0.29� 118,993

（c）自然対数値で，輸出と輸入をしている企業のみにサンプルを絞る

相関係数 サンプルサイズ
1 ln（輸出額＋1）と ln（輸入額＋1） 　0.26� � 45,199
2 ln（輸入相手国の数＋1）と ln（輸出相手国の数＋1） 　0.60� � 45,199
3 ln（輸入に利用する港の数＋1）と ln（輸出に利用する港の数＋1） 　0.42� � 45,199
4 ln（申告 1 回あたりの輸出額＋1）と ln（申告 1 回あたりの輸入額＋1） 　0.20� � 45,199
5 ln（輸入申告の回数＋1）と ln（輸出申告の回数＋1） 　0.41� � 45,199
6 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（2 桁） 　0.41� � 45,199
7 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（4 桁） 　0.45� � 45,199
8 ln（輸入品目数＋1）と ln（輸出品目数＋1）（6 桁） 　0.43� � 45,199

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　「港」は空港も含む。
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0.65 だった。
　表 12（b）はそれぞれの変数の自然対数値を
とって相関係数を計算している。ln（輸出額＋
1）と ln（輸入額＋1）の間の相関係数が直感
に反して負になっている。0 をとる観測値が影
響していると考えられるため，（c）では輸出と
輸入の両方を行っている企業にサンプルを絞っ
て相関係数を計算している。ln（輸出額＋1）
と ln（輸入額＋1）の間の相関係数が 0.26 と正

の値になった。自然対数をとっても，輸出変数
と輸入変数が正の相関にあることは変わらない
ことが確認できた。（a）と（c）を見比べると
傾向は似通っており，「輸出相手国数と輸入相
手国数の相関」が最も高く，4 桁や 6 桁で見た
「輸出品目数と輸入品目数の相関」も比較的高
い。輸出活動と輸入活動が正の相関にあること
を全ての変数から確認できる。

Ⅳ．回帰分析

　本節では，これまで分析してきた変数間の相
関に関して回帰分析を用いて検証する。表 13
は品目数を 2 桁分類で計算して構築した変数を
用いる25）。（１）-（３）列は輸出のデータを用い

た結果，（４）-（６）列は輸入のデータを用いた
結果を示している。（１）列は ln（輸出額＋1）
を被説明変数とした結果を示しており，輸出相
手国数，利用する港の数，輸出品目数の全てが

25）4 桁分類，6 桁分類を用いた結果について補論の表 A.�10 を参照のこと。

表 13　輸出入の各変数間の相関（2 桁品目）

ln（輸出額
＋1）

ln（ 申 告 1
回あたりの
輸出額＋1）

ln（輸 出 申
告の回数＋1）

ln（輸入額
＋1）

ln（ 申 告 1
回あたりの
輸入額＋1）

ln（輸入申
告の回数＋
1）

（１） （２） （３） （４） （５） （６）
ln（輸出相手国＋1） 0.56*** －0.42*** 0.93***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸出に利用する港の数＋1） 1.77*** 1.01*** 0.65***

（0.03） （0.02） （0.01）
ln（輸出品目数＋1）（2 桁） 2.12*** 0.86*** 1.12***

（0.02） （0.02） （0.01）
ln（輸入相手国の数＋1） 0.52*** 0.09*** 0.44***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸入に利用する港の数＋1） 2.67*** 1.23*** 1.28***

（0.02） （0.02） （0.01）
ln（輸入品目数＋1）（2 桁） 1.17*** 0.000� 1.02***

（0.02） （0.01） （0.01）
定数項 10.52*** 11.88*** －0.74*** 10.48*** 11.86*** －0.77***

（0.02） （0.02） （0.01） （0.02） （0.02） （0.01）
観測数 67,937 67,937 67,937 96,254 96,254 96,254

決定係数 0.55� 0.13� 0.77� 0.52� 0.12� 0.77�

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　括弧内は不均一分散に頑健な標準誤差。***，**，* はそれぞれ 1％，5％，10％水準で有意であることを示している。
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総輸出額と正の相関関係にあることがわかる。
（２）列は ln（申告 1 回あたりの輸出額＋1）
を被説明変数としており，利用する港の数と輸
出品目数は正の相関関係にあるものの，輸出相
手国の数は負の相関関係にあることを示してい
る。この結果はやや直感に反するが，少なくと
も以下の 2 つの解釈が可能である。第 1 に，輸
出相手国の数が少ない企業は特定の相手国に大
規模な輸出を行っており，申告 1 回あたりの輸
出額が大きくなるのかもしれない。第 2 に，（３）
列に示されている通り，輸出相手国の数が多い
企業は輸出申告の回数も多いことから，1 回あ
たりの輸出額を減らす傾向にあるのかもしれな
い。（３）列からは，輸出申告の回数は利用す
る港の数，輸出品目の数とも正の相関にあるこ
とがわかる。

　（４）-（５）列では（１）-（３）列と同様の分析
を輸入変数を用いて行っている。（４）列の結
果は（１）列の結果に似ており，（６）列の結
果は（３）列の結果に似ている。輸入額や輸入
申告の回数と他の輸入変数の相関は輸出におけ
るパターンと大きく変わらない。一方で，（５）
列の結果は（２）列の結果と似ているとは言え
ない。係数は小さいものの「輸入相手国の数」
は「申告 1 回あたりの輸入額」と正の相関にあ
る。そして「輸入品目数」は「申告 1 回あたり
の輸入額」と無相関である。複数の品目を輸入
する場合は，全て一度に輸入して申告するので
はなく，搬入のタイミングがそれぞれ異なりそ
の都度申告する傾向にあるということが示唆さ
れている。

V．おわりに

　本稿では，2017 年の日本の輸出入申告デー
タを用いて，企業別の貿易相手国，利用する港
湾・空港，輸出入申告頻度，貿易品目数といっ
た側面に着目してヒストグラムや散布図を作成
して傾向を探る記述的分析を行った。そして，
各変数間の相関を確認した。分析の結果，貿易
相手国数，利用港湾数，輸出入頻度，貿易品目
数の全ての側面において企業間の異質性が観察
された。つまり，大多数の企業において貿易相
手国数は 1 か国のみ，利用港数は 1 つのみ，輸
出入の頻度は年間で 9 回以下，貿易品目も 1 品
目のみである一方で，一部の少数の企業が 20
か国以上と取引しており，利用港数も 20 以上，
年間申告回数は 190 回以上，輸出入する品目数
も 20 品目以上であることがわかった。各変数
間の相関を調べると，多くの変数が正の相関を
持つ一方で，輸出相手国が多い企業は申告 1 回
あたりの輸出額が小さい傾向にあること，輸入
では取扱品目数と申告 1 回あたりの輸入額が無

相関であることなどが示された。
　以上の分析は，特に利用港数や輸出入申告頻
度などの側面はこれまで日本の貿易統計を用い
て分析されてこなかったことから，新しい知見
を提供している。しかし，2017 年のみに焦点
を当てたクロスセクション分析にとどまってお
り，パネル分析を行って時系列の変動を考慮す
ることが今後の研究の方向性として考えられ
る。また，変数間の因果関係を調べるために，
分析の方法を工夫することなども必要となる。
また，本稿では輸出入企業のみに焦点を当てて
おり，Ito� et� al.（2025）のように非輸出入企業
と輸出入企業の比較などもできていない。これ
らの点を考慮した分析が今後の研究として望ま
れる。
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補論

　補論では，本稿の本文の図に対応する表を示
す。さらに，企業レベルの貿易相手国の数の分
布，企業レベルの輸出品目数の分布について，
参考として先行研究が示したものを抜粋して転
載する。さらに，本文では NACCS 品目コード
の 2 桁レベルで「品目」を定義して分析してい
るため，4 桁レベル，6 桁レベルで「品目」を
定義して分析をしても同様の傾向が観察できる

ことを示す。
　表 A.�1 は本稿の本文の図 1 に対応する表であ
る。図 1 では企業数までは示されていないが，
表 A.�1 では相手国数・地域数の輸出入企業数も
示している。また，参考までに，Eaton�et�al.（2011）
の論文中の表 2 を簡単化したものを表 A.�2 とし
て掲載している。ベルギーに輸出している企業
数が最大で全体の 11％であり，ドイツ，スイス
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と貿易相手国を追加していくと対象国に輸出し
ている企業の数が 2.5％，1.7％と減少していくこ
とがわかる。表 A.�1 では Eaton�et�al.（2011）の
ように特定の貿易相手国の組を対象としている
わけではない。また，Eaton� et� al.（2011）では
1986 年のデータを用いている一方で，本稿では
2017 年のデータを用いているという違いもあり，
単純比較はできない。それでも，相手国市場の

数を増やすと企業数が減少していくという現象
は日本でも観察される。
　表 A.�3 は本稿の本文の図 2 に対応する表で
ある。図 2 では企業数までは示されていないが，
表 A.�3 では相手国別の輸出入企業数も示して
いる。
　表 A.�4 は本稿の本文の図 3 に対応する表で
ある。図 3 では企業数までは示されていないが，

表 A. 1　貿易相手国・地域の数別の企業数

相手国 /
地域数

輸出 輸入

企業数 割合 企業数 割合

1 30,775� 45.3% 47,559� 49.4%
2 11,724� 17.3% 16,765� 17.4%
3 6,363� 9.4% 8,769� 9.1%
4 3,853� 5.7% 5,299� 5.5%
5 2,698� 4.0% 3,648� 3.8%
6 1,970� 2.9% 2,576� 2.7%
7 1,563� 2.3% 1,918� 2.0%
8 1,216� 1.8% 1,623� 1.7%
9 964� 1.4% 1,246� 1.3%
10 782� 1.2% 961� 1.0%
11 653� 1.0% 836� 0.9%
12 541� 0.8% 676� 0.7%
13 479� 0.7% 589� 0.6%
14 407� 0.6% 477� 0.5%
15 373� 0.5% 446� 0.5%
16 308� 0.5% 331� 0.3%
17 306� 0.5% 273� 0.3%
18 267� 0.4% 257� 0.3%
19 212� 0.3% 252� 0.3%

20＋ 2,483� 3.7% 1,753� 1.8%

合計 67,937� 100% 96,254� 100%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを元に作成。

表 A. 2　Eaton et al.（2011） による 1986 年のフランスにおける輸出企業の分析

輸出相手国 企業数 割合

ベルギーのみ 3,988 11.7%
ベルギー，ドイツのみ 863 � 2.5%
ベルギー，ドイツ，スイスのみ 579 � 1.7%
ベルギー，ドイツ，スイス，イタリアのみ 330 � 1.0%
ベルギー，ドイツ，スイス，イタリア，イギリスのみ 313 � 0.9%
ベルギー，ドイツ，スイス，イタリア，イギリス，オランダのみ 781 � 2.3%
ベルギー，ドイツ，スイス，イタリア，イギリス，オランダ，アメリカのみ 2,406 � 7.1%

総企業数 34,035

（出所）　Eaton�et�al.（2011）の表 2 を簡単化して掲載。
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表 A.�4 では各利用港数の輸出入企業数も示し
ている。

　表 A.�5 は本稿の本文の図 4 に対応する表で
ある。図 4 では企業数までは示されていないが，

表 A. 3　貿易相手国・地域別の輸出入企業数

輸出 輸入
企業数 割合 企業数 割合

1 中国 27,829� 41.0% 1 中国 62,188� 64.6%
2 台湾 18,840� 27.7% 2 米国 24,640� 25.6%
3 韓国 18,385� 27.1% 3 台湾 21,510� 22.3%
4 米国 17,591� 25.9% 4 韓国 20,282� 21.1%
5 香港 17,012� 25.0% 5 ドイツ 13,432� 14.0%
6 タイ 13,346� 19.6% 6 タイ 11,791� 12.2%
7 シンガポール 10,032� 14.8% 7 イタリア 11,061� 11.5%
8 ベトナム 10,029� 14.8% 8 英国 � 9,624� 10.0%
9 マレーシア � 8,739� 12.9% 9 ベトナム � 9,512� � 9.9%
10 ドイツ � 8,259� 12.2% 10 フランス � 8,490� � 8.8%
11 インドネシア � 6,816� 10.0% 11 香港 � 7,883� � 8.2%
12 英国 � 6,614� � 9.7% 12 インド � 7,103� � 7.4%
13 フィリピン � 6,562� � 9.7% 13 マレーシア � 6,904� � 7.2%
14 インド � 5,888� � 8.7% 14 インドネシア � 6,399� � 6.6%
15 フランス � 5,490� � 8.1% 15 シンガポール � 5,507� � 5.7%
16 オーストラリア � 5,318� � 7.8% 16 カナダ � 4,990� � 5.2%
17 イタリア � 5,005� � 7.4% 17 スペイン � 4,847� � 5.0%
18 カナダ � 4,392� � 6.5% 18 フィリピン � 4,739� � 4.9%
19 オランダ � 3,727� � 5.5% 19 オランダ � 4,550� � 4.7%
20 メキシコ � 3,004� � 4.4% 20 メキシコ � 4,304� � 4.5%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。

表 A. 4　利用港数別の輸出入企業数

港数
輸出 輸入

企業数 割合 企業数 割合
1 30,328� 44.6% 34,840� 36.2%
2 13,657� 20.1% 19,225� 20.0%
3 8,272� 12.2% 13,319� 13.8%
4 5,381� 7.9% 9,510� 9.9%
5 3,464� 5.1% 6,417� 6.7%
6 2,294� 3.4% 4,118� 4.3%
7 1,487� 2.2% 2,691� 2.8%
8 1,053� 1.5% 1,828� 1.9%
9 624� 0.9% 1,211� 1.3%
10 395� 0.6% 821� 0.9%
11 265� 0.4% 582� 0.6%
12 185� 0.3% 374� 0.4%
13 120� 0.2% 288� 0.3%
14 107� 0.2% 211� 0.2%
15 55� 0.1% 160� 0.2%
16 53� 0.1% 116� 0.1%
17 27� 0.0% 90� 0.1%
18 29� 0.0% 89� 0.1%
19 28� 0.0% 57� 0.1%

20＋ 113� 0.2% 307� 0.3%
合計 67,937� 100% 96,254� 100%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　「港」は空港も含む。
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表 A.�5 では各利用港の輸出入企業数も示して
いる。

　表 A.�6 は本稿の本文の図 7 に対応する表で
ある。図 7 では企業数までは示されていないが，

表 A. 5　利用港別の輸出入企業数

輸出 輸入
港 企業数 割合 港 企業数 割合

1 成田国際空港 千葉県 NRT 34,136� 50.2% 1 成田国際空港 千葉県 NRT 56,443� 58.6%
2 横浜港 神奈川県 YOK 19,532� 28.8% 2 関西国際空港 大阪府 KIX 41,270� 42.9%
3 関西国際空港 大阪府 KIX 18,810� 27.7% 3 東京港 東京都 TYO 30,946� 32.2%
4 神戸港 兵庫県 UKB 16,255� 23.9% 4 羽田空港 東京都 HND 27,661� 28.7%
5 羽田空港 東京都 HND 16,087� 23.7% 5 大阪港 大阪府 OSA 20,894� 21.7%
6 東京港 東京都 TYO 12,609� 18.6% 6 中部国際空港 愛知県 NGA 17,513� 18.2%
7 大阪港 大阪府 OSA 9,971� 14.7% 7 神戸港 兵庫県 UKB 14,180� 14.7%
8 名古屋港 愛知県 NGO 9,107� 13.4% 8 横浜港 神奈川県 YOK 14,007� 14.6%
9 中部国際空港 愛知県 NGA 7,308� 10.8% 9 名古屋 愛知県 NGO 13,216� 13.7%
10 博多港 福岡県 HKT 3,671� 5.4% 10 那覇空港 沖縄県 NAP 7,903� 8.2%
11 門司港 福岡県 MOJ 2,336� 3.4% 11 博多港 福岡県 HKT 6,456� 6.7%
12 福岡空港 福岡県 FUK 1,822� 2.7% 12 門司港 福岡県 MOJ 4,265� 4.4%
13 清水港 静岡県 SMZ 1,320� 1.9% 13 福岡空港 福岡県 FUK 2,887� 3.0%
14 下関港 山口県 SHS 1,303� 1.9% 14 苫小牧港 北海道 TMK 2,651� 2.8%
15 小松飛行場 石川県 KMQ 1,140� 1.7% 15 清水港 静岡県 SMZ 2,166� 2.3%
16 堺港 大阪府 SAK 945� 1.4% 16 小松飛行場 石川県 KMQ 2,057� 2.1%
17 那覇空港 沖縄県 NAP 893� 1.3% 17 下関港 山口県 SHS 1,988� 2.1%
18 苫小牧港 北海道 TMK 853� 1.3% 18 仙台塩釜港 宮城県 SGM 1,706� 1.8%
19 新潟港 新潟県 NIH 761� 1.1% 19 新潟港 新潟県 NIH 1,640� 1.7%
20 伏木港 富山県 FSK 682� 1.0% 20 広島港 広島県 HIJ 1,237� 1.3%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　『積卸港別貿易額』（財務省，2022）では「東京国際空港」と表記されている港はここでは「羽田空港」と表記されている。

表 A. 6　輸出入申告頻度別の企業数

申告回数
輸出 輸入

企業数 割合 企業数 割合
1-9 35,941� 52.9% 44,625� 46.4%
10-19 8,250� 12.1% 11,790� 12.2%
20-29 4,104� 6.0% 6,513� 6.8%
30-39 2,700� 4.0% 4,551� 4.7%
40-49 1,980� 2.9% 3,462� 3.6%
50-59 1,543� 2.3% 2,725� 2.8%
60-69 1,188� 1.7% 2,130� 2.2%
70-79 957� 1.4% 1,772� 1.8%
80-89 815� 1.2% 1,499� 1.6%
90-99 767� 1.1% 1,273� 1.3%
100-109 588� 0.9% 1,105� 1.1%
110-119 540� 0.8% 937� 1.0%
120-129 470� 0.7% 893� 0.9%
130-139 401� 0.6% 775� 0.8%
140-149 371� 0.5% 673� 0.7%
150-159 350� 0.5% 602� 0.6%
160-169 286� 0.4% 506� 0.5%
170-179 272� 0.4% 507� 0.5%
180-189 265� 0.4% 449� 0.5%
190+ 6,149� 9.1% 9,467� 9.8%

67,937� 100% 96,254� 100%

（出所）2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
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表 A.�6 では各申告回数の階級（ビン）別の輸
出入企業数も示している。
　表 A.�7（a）は本稿の本文の表 9 に対応する
表を NACCS4 桁レベルで計算して示したもの
である。表 A.�7（b）は NACCS6 桁レベルで

計算して示したものである。表 9 とほぼ同様の
傾向が示されていることがわかる。
　表 A.�8（a）は本稿の本文の図 8 に対応する
表である。図 8 では企業数までは示されていな
いが，表 A.�8 では各品目数の輸出入企業数も

表 A. 7　輸出入品目数別の企業数の基本統計量（4 桁と 6 桁）

（a）4 桁

輸出品目数（4 桁） 輸入品目数（4 桁）

輸出�
企業

輸出のみ�
の企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 6.6� 3.1� 8.4� 8.5� 4.2� 13.4�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル

5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

25 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 2.9�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

50 パーセンタイル（± 1） 2.6� 2.0� 3.0� 3.4� 2.0� 7.0�
（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）

75 パーセンタイル（± 1） 6.2� 3.7� 8.5� 9.3� 5.0� 16.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

95 パーセンタイル（± 1） 25.3� 10.1� 32.4� 31.9� 14.3� 46.9�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（b）6 桁

輸出品目数（6 桁） 輸入品目数（6 桁）

輸出�
企業

輸出のみ�
の企業

輸出入�
企業

輸入�
企業

輸入のみ�
の企業

輸出入�
企業

平均 9.6� 4.2� 12.3� 11.7� 5.2� 19.0�
（67,937） （22,738） （45,199） （96,254） （51,055） （45,199）

各パーセンタイル

5 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0� 1.0�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

25 パーセンタイル（± 1） 1.0� 1.0� 1.0� 1.2� 1.0� 3.0�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

50 パーセンタイル（± 1） 3.0� 2.0� 4.0� 4.0� 2.0� 8.3�
（1,358） （455） （904） （1,925） （1,022） （904）

75 パーセンタイル（± 1） 8.1� 5.0� 10.9� 11.6� 5.8� 20.8�
（1,359） （454） （904） （1,926） （1,021） （904）

95 パーセンタイル（± 1） 36.7� 14.9� 48.3� 45.1� 18.9� 69.6�
（1,359） （455） （904） （1,925） （1,021） （904）

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　�各パーセンタイルはその前後 1 パーセンタイル，つまり 5 パーセンタイルであれば 4～6 パーセンタイルのサン

プルの平均を示している。括弧内は企業数（観測数）である。
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示している。表 A.�8（b）（c）は図 A.�1（a）（b）
にそれぞれ対応している。
　参考として，2005 年のベルギーの企業レベ
ルのデータに基づいた輸出品目数を表 A.�9 に
示している（Bernard�et�al.�2019 の表 1 から得
た）。HS6 桁レベルで品目を定義している。ベ
ルギーはヨーロッパの他の国々と隣接度が高い
ことから輸出費用が低く，複数の品目を輸出す
る企業が多いのかもしれない。また，Bernard�
et� al.（2019）では生産データと輸出データを
リンクできた 3,631 の企業のデータに基づいて
いるので，サンプル内の大企業の割合が母集団
に比べて大きいことも考えられる。
　表 A.�10（a）は本稿の本文の表 13 に対応す
る表を NACCS4 桁レベルで計算して示したも
のである。表 A.�10（b）は NACCS6 桁レベル
で計算して示したものである。表 13 とほぼ同

様の傾向が示されていることがわかる。

表 A. 8　輸出入品目数別の企業数

（a）2 桁 （b）4 桁 （c）6 桁

品目
の数�

（2 桁）

輸出 輸入 品目
の数�

（4 桁）

輸出 輸入 品目
の数�

（6 桁）

輸出 輸入

企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合 企業数 割合

1 25,756� 37.9% 30,822� 32.0% 1 22,893� 33.7% 26,756� 27.8% 1 21,147� 31.1% 24,712� 25.7%
2 13,402� 19.7% 15,513� 16.1% 2 10,942� 16.1% 12,908� 13.4% 2 9,697� 14.3% 11,949� 12.4%
3 7,832� 11.5% 10,467� 10.9% 3 6,799� 10.0% 8,619� 9.0% 3 6,314� 9.3% 8,126� 8.4%
4 5,147� 7.6% 7,768� 8.1% 4 4,604� 6.8% 6,456� 6.7% 4 4,261� 6.3% 6,025� 6.3%
5 3,478� 5.1% 5,824� 6.1% 5 3,512� 5.2% 4,958� 5.2% 5 3,498� 5.1% 4,815� 5.0%
6 2,613� 3.8% 4,622� 4.8% 6 2,663� 3.9% 4,095� 4.3% 6 2,664� 3.9% 3,831� 4.0%
7 1,934� 2.8% 3,696� 3.8% 7 2,025� 3.0% 3,383� 3.5% 7 2,200� 3.2% 3,242� 3.4%
8 1,483� 2.2% 3,018� 3.1% 8 1,646� 2.4% 2,909� 3.0% 8 1,725� 2.5% 2,781� 2.9%
9 1,187� 1.7% 2,416� 2.5% 9 1,357� 2.0% 2,565� 2.7% 9 1,450� 2.1% 2,484� 2.6%
10 946� 1.4% 1,967� 2.0% 10 1,187� 1.7% 2,153� 2.2% 10 1,234� 1.8% 2,176� 2.3%
11 717� 1.1% 1,630� 1.7% 11 991� 1.5% 1,941� 2.0% 11 1,081� 1.6% 1,874� 1.9%
12 581� 0.9% 1,337� 1.4% 12 849� 1.2% 1,696� 1.8% 12 961� 1.4% 1,766� 1.8%
13 472� 0.7% 1,090� 1.1% 13 766� 1.1% 1,475� 1.5% 13 906� 1.3% 1,464� 1.5%
14 377� 0.6% 921� 1.0% 14 661� 1.0% 1,326� 1.4% 14 746� 1.1% 1,417� 1.5%
15 331� 0.5% 773� 0.8% 15 554� 0.8% 1,172� 1.2% 15 725� 1.1% 1,235� 1.3%
16 247� 0.4% 681� 0.7% 16 488� 0.7% 1,090� 1.1% 16 641� 0.9% 1,125� 1.2%
17 230� 0.3% 549� 0.6% 17 456� 0.7% 966� 1.0% 17 538� 0.8% 1,005� 1.0%
18 186� 0.3% 461� 0.5% 18 408� 0.6% 846� 0.9% 18 443� 0.7% 922� 1.0%
19 145� 0.2% 375� 0.4% 19 352� 0.5% 779� 0.8% 19 453� 0.7% 897� 0.9%

20＋ 873� 1.3% 2,324� 2.4% 20＋ 4,784� 7.0% 10,161� 10.6% 20＋ 7,253� 10.7% 14,408� 15.0%

67,937� 100% 96,254� 100% 67,937� 100% 96,254� 100% 67,937� 100% 96,254� 100%

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
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図 A. 1　企業別の品目数のヒストグラム

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　横軸は品目の数である。表 A.�8 を図にしたものである。

(a) ４桁の品目分類

(b)  6 桁の品目分類

表 A. 9　 ベルギーの 2005 年のデータによる輸出品目数別の企業数

HS6 桁 企業数 割合
1 574 15.8%
2 387 10.7%
3 289 8.0%
4 261 7.2%
5 202 5.6%
6 222 6.1%
7 175 4.8%
8 128 3.5%
9 131 3.6%
10 105 2.9%

11-20 600 16.5%
21＋ 557 15.3%

3,631 100%

（出所）　Bernard�et�al.（2019）の表 1。
（注）　�輸出データと生産データをリンクすることができた 3,631 企業のデータに基づく。
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表 A. 10　輸出入の各変数間の相関（4 桁，6 桁品目）

（a）品目数を 4 桁で測った場合

ln（輸出額＋1）
ln（申告 1 回あた
りの輸出額＋1）

ln（輸 出 申 告
の回数＋1）

ln（輸入額＋1）
ln（申告 1 回あた
りの輸入額＋1）

ln（輸 入 申 告
の回数＋1）

（１） （２） （３） （４） （５） （６）
ln（輸出相手国＋ 1） 0.28*** －0.56*** 0.79***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸出に利用する港の数＋1） 1.37*** 0.79*** 0.47***

（0.03） （0.02） （0.01）
ln（輸出品目数＋1）（4 桁） 2.02*** 0.88*** 1.02***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸入相手国の数＋ 1） 0.28*** 0.09*** 0.22***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸入に利用する港の数＋1） 2.39*** 1.24*** 1.01***

（0.02） （0.02） （0.01）
ln（輸入品目数＋1）（4 桁） 1.17*** －0.01 1.05***

（0.01） （0.01） （0.01）
定数項 11.02*** 12.08*** －0.48*** 10.78*** 11.86*** －0.50***

（0.02） （0.02） （0.01） （0.02） （0.02） （0.01）
観測数 67,937 67,937 67,937 96,254 96,254 96,254

決定係数 0.58� 0.15� 0.79� 0.53� 0.12� 0.80�

（b）品目数を 6 桁で測った場合

ln（輸出額＋1）
ln（申告 1 回あた
りの輸出額＋1）

ln（輸 出 申 告
の回数＋1）

ln（輸入額＋1）
ln（申告 1 回あた
りの輸入額＋1）

ln（輸 入 申 告
の回数＋1）

（１） （２） （３） （４） （５） （６）
ln（輸出相手国＋ 1） 0.13*** －0.63*** 0.72***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸出に利用する港の数＋1） 1.06*** 0.65*** 0.33***

（0.03） （0.02） （0.01）
ln（輸出品目数＋1）（4 桁） 2.03*** 0.89*** 1.02***

（0.01） （0.01） （0.01）
ln（輸入相手国の数＋ 1） 0.17*** 0.08*** 0.13***

（0.02） （0.01） （0.01）
ln（輸入に利用する港の数＋1） 2.20*** 1.22*** 0.86***

（0.02） （0.02） （0.01）
ln（輸入品目数＋1）（4 桁） 1.22*** 0.01 1.07***

（0.01） （0.01） （0.01）
定数項 11.24*** 12.19*** －0.36*** 10.90*** 11.86*** －0.39***

（0.02） （0.02） （0.01） （0.02） （0.02） （0.01）
観測数 67,937 67,937 67,937 96,254 96,254 96,254

決定係数 0.60� 0.16� 0.81� 0.54� 0.12� 0.82�

（出所）　2017 年の輸出入申告データを用いて作成。
（注）　括弧内は不均一分散に頑健な標準誤差。***，**，* はそれぞれ 1％，5％，10％水準で有意であることを示している。
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